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令和５年(2023 年)３月 10 日 

 

 介護サービス事業者 様 

 

 長野県健康福祉部介護支援課長  

 

 

 令和５年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等 

ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について（通知） 

 

日頃から、適切な介護サービスの提供に御尽力いただき、御礼申し上げます。 

令和５年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支

援加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、「指定居宅サービスに要する費用の額の

算定に関する基準」（平成 12 年厚生省告示第 19 号）、「指定施設サービス等に要する費用の

額の算定に関する基準」」（平成 12 年厚生省告示第 21 号）、「指定介護予防サービスに要する

費用の額の算定に関する基準」（平成 18 年厚生労働省告示第 128 号）及び「厚生労働大臣が

定める基準」（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号）に定める介護職員処遇改善加算・介護職員

等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書を作成し、届け出

る必要があります。 

つきましては、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

（令和５年３月１日付け老発 0301 第２号厚生労働省老健局長通知）に基づき、下記により計

画書を提出してください。 

 

記 

１ 提出書類 

＜令和４年度と同一区分の加算を算定する事業所＞ 

① 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員ベースアップ等支援

加算処遇改善計画書（様式 2－1） 

② 介護職員処遇改善加算（施設・事業所別個表）（別紙様式 2－2） 

③ 介護職員等特定処遇改善加算（施設・事業所別個表）（別紙様式 2－3）  

④ 介護職員等ベースアップ等支援加算（施設・事業所別個表）（別紙様式 2－4） 

※ ②～④については、算定する加算について提出してください。 

   

＜令和５年度から新たに加算を算定する事業所及び加算区分を変更する事業所＞ 

① 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員ベースアップ等支援

加算処遇改善計画書（様式 2－1） 

② 介護職員処遇改善加算（施設・事業所別個表）（別紙様式 2－2） 

③ 介護職員等特定処遇改善加算（施設・事業所別個表）（別紙様式 2－3）  

④ 介護職員等ベースアップ等支援加算（施設・事業所別個表）（別紙様式 2－4） 

⑤ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙 2） 



⑥ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１、別紙１－２） 

※ ②～④については、算定する加算について提出してください。 

 ※ ⑤、⑥については、後述「３ 提出期限」に記載しましたが、計画書より先に体制届 

  を提出する必要があります。 

 

２ 提出方法    

原則電子メールにより提出（郵送又は持参の場合は２部提出） 

 

３ 提出期限 

  令和５年４月 17 日（月）（必着） 

   

  ※令和５年度より処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算を新規に取得又は

区分を変更する場合は、令和５年３月 31 日（金）までに体制届を提出してください。 

（※計画書より先に体制届を提出する必要がありますので、ご注意ください。） 

 

４ 提出先  

・ 計画書に記載する事業所を指定する指定権者（県、中核市（長野市、松本市）、市町

村・広域連合）に提出してください。 

・ 複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合

及び法人等一括で作成する場合には、同一の計画書を各指定権者へ提出することとな

ります。 

【県へ計画書を提出する際の届出先】 

事業所ごとに提出する場合 → 事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所福祉課 

法人等一括で提出する場合 → 法人本部の所在地を管轄する保健福祉事務所福祉課 

※届出先一覧をご覧ください。 

   

５ 各種通知・様式について 

  下記ホームページに掲載していますのでご確認ください。 

「ホーム」 > 「県政情報・統計」 > 「組織・行財政」 > 「組織・職員」 > 「長野県の組

織一覧（本庁）」 > 「介護支援課紹介」 > 「介護給付費の算定に係る届出様式関係」 > 「介

護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算」 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/kofukin/kasan.html 

 

６ 留意事項 

 ・ 計画書の様式が改訂されましたので、令和５年度の計画書については、改訂後の新様

式で作成してください。 

・ 厚生労働省通知、県ホームページ等を十分ご確認いただいた上で、お問い合わせいた

だきますようお願いします。 

  

 

 

長野県介護支援課サービス係 

（課長）油井 法典 （担当）永井 泰介 

TEL:026-235-7121 FAX:026-235-7394 

E-mail kaigo-shien-s@pref.nagano.lg.jp 



【届出先一覧】 

保健福祉事務所 

（福祉課） 
所 在 地 

電 話 番 号  

ＦＡＸ番号 
メールアドレス 管轄区域 

佐久保健福祉事務所 
〒385-8533  

佐久市跡部 65-1 佐久合同庁舎 

0267-63-3140 

0267-63-3110 
sakuho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

南佐久郡、北佐久郡、

小諸市、佐久市 

上田保健福祉事務所 
〒386-8555  

上田市材木町 1-2-6 上田合同庁舎 

0268-25-7122 

0268-25-7179 
uedaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

小県郡、上田市、  

東御市 

諏訪保健福祉事務所 
〒392-8601  

諏訪市上川 1-1644-10 諏訪合同庁舎 

0266-57-2910 

0266-57-2963 
suwaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

諏訪郡、岡谷市、  

諏訪市、茅野市 

伊那保健福祉事務所 
〒396-8666  

伊那市荒井 3497 伊那合同庁舎 

0265-76-6810 

0265-76-6513 
inaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

上伊那郡、伊那市、 

駒ヶ根市 

飯田保健福祉事務所 
〒395-0034  

飯田市追手町 2-678 飯田合同庁舎 

0265-53-0410 

0265-53-0474 
iidaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 下伊那郡、飯田市 

木曽保健福祉事務所 
〒397-8550  

木曽郡木曽町福島 2757-1 木曽合同庁舎 

0264-25-2218 

0264-24-2350 
kisoho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 木曽郡 

松本保健福祉事務所 
〒390-0852  

松本市大字島立 1020 松本合同庁舎 

0263-40-1911 

0263-40-1803 
matsuho-kaigo@pref.nagano.lg.jp 

東筑摩郡、松本市、 

塩尻市、安曇野市 

大町保健福祉事務所 
〒398-8602  

大町市大町 1058-2 大町合同庁舎 

0261-23-6507 

0261-23-6509 
omachiho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 北安曇郡、大町市 

長野保健福祉事務所 

〒380-0936  

長野市大字中御所字岡田 98-1 長野保健所庁

舎 

026-225-9085 

026-223-7669 
nagaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

埴科郡、上高井郡、 

上水内郡、長野市、 

須坂市、千曲市 

北信保健福祉事務所 
〒389-2255  

飯山市大字静間字町尻 1340-1 飯山庁舎 

0269-62-3604 

0269-63-2934 
hokuho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

下高井郡、下水内郡、

中野市、飯山市 

長野県健康福祉部  

介護支援課 

〒380-8570 

長野市大字南長野字幅下 692-2 長野県庁 

026-235-7121 

026-235-7394 
kaigo-shien-s@pref.nagano.lg.jp － 


